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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成25年10月3日(2013.10.3)

【公表番号】特表2013-502227(P2013-502227A)
【公表日】平成25年1月24日(2013.1.24)
【年通号数】公開・登録公報2013-004
【出願番号】特願2012-525737(P2012-525737)
【国際特許分類】
   Ｃ１２Ｇ   3/02     (2006.01)
   Ｃ１２Ｃ   5/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  25/32     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/045    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１２Ｇ   3/02    １１９Ａ
   Ｃ１２Ｃ   5/02    　　　　
   Ｃ１２Ｇ   3/02    　　　　
   Ａ６１Ｐ  25/32    　　　　
   Ａ６１Ｋ  31/045   　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年8月15日(2013.8.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水とエタノールとを含むアルコール飲料であって、前記エタノールのうち少なくとも５
モルパーセントが式：

の重水素化アルコールであり、各々のＨが独立であり、水素又は重水素にでき、該飲料が
ヒトでの摂取に好適なことを特徴とするアルコール飲料。
【請求項２】
　請求項１に記載のアルコール飲料において、前記エタノールのうち少なくとも５モルパ
ーセントが式：

の重水素化アルコールであることを特徴とするアルコール飲料。
【請求項３】
　請求項１に記載のアルコール飲料において、前記エタノールのうち少なくとも５モルパ
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ーセントが式：

の重水素化アルコールであることを特徴とするアルコール飲料。
【請求項４】
　請求項１に記載のアルコール飲料において、前記エタノールのうち少なくとも５モルパ
ーセントが式：

の重水素化アルコールであることを特徴とするアルコール飲料。
【請求項５】
　請求項１に記載のアルコール飲料において、前記エタノールのうち少なくとも５モルパ
ーセントが式ＣＤ３ＣＤ２ＯＨの重水素化アルコールであることを特徴とするアルコール
飲料。
【請求項６】
　請求項１に記載のアルコール飲料において、前記エタノールのうち少なくとも１５モル
パーセントが前記重水素化アルコールであることを特徴とするアルコール飲料。
【請求項７】
　請求項６に記載のアルコール飲料において、前記エタノールのうち少なくとも３０モル
パーセントが前記重水素化アルコールであることを特徴とするアルコール飲料。
【請求項８】
　請求項７に記載のアルコール飲料において、前記エタノールのうち少なくとも５０モル
パーセントが前記重水素化アルコールであることを特徴とするアルコール飲料。
【請求項９】
　請求項８に記載のアルコール飲料において、前記エタノールのうち少なくとも７５モル
パーセントが前記重水素化アルコールであることを特徴とするアルコール飲料。
【請求項１０】
　請求項９に記載のアルコール飲料において、前記エタノールのうち少なくとも９５モル
パーセントが前記重水素化アルコールであることを特徴とするアルコール飲料。
【請求項１１】
　請求項１に記載のアルコール飲料を生成する方法であって、式：

の重水素化アルコールを飲料に添加するステップを具え、各々のＨが独立であり、水素又
は重水素にできることを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法において、前記重水素化アルコールの式が：
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であることを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の方法において、前記重水素化アルコールの式が：

であることを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１１に記載の方法において、前記重水素化アルコールが式が：

であることを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１１に記載の方法において、前記重水素化アルコールの式がＣＤ３ＣＤ２ＯＨで
あることを特徴とする方法。
【請求項１６】
　医薬品有効成分とエタノールとを含む医薬組成物であって、前記エタノールのうちの少
なくとも５モルパーセントが式：

の重水素化アルコールであり、各々のＨが独立であり、水素又は重水素にできることを特
徴とする医薬組成物。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の医薬組成物において、前記エタノールのうち少なくとも５モルパー
セントが式：

の重水素化アルコールであることを特徴とする医薬組成物。
【請求項１８】
　請求項１６に記載の医薬組成物において、前記エタノールのうち少なくとも５モルパー
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セントが式：

の重水素化アルコールであることを特徴とする医薬組成物。
【請求項１９】
　請求項１６に記載の医薬組成物において、前記エタノールのうち少なくとも５モルパー
セントが式：

の重水素化アルコールであることを特徴とする医薬組成物。
【請求項２０】
　請求項１６に記載の医薬組成物において、前記エタノールのうち少なくとも５モルパー
セントが式ＣＤ３ＣＤ２ＯＨの重水素化アルコールであることを特徴とする医薬組成物。
【請求項２１】
　請求項１６に記載の医薬組成物において、前記エタノールのうち少なくとも１５モルパ
ーセントが前記重水素化アルコールであることを特徴とする医薬組成物。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の医薬組成物において、前記エタノールのうち少なくとも３０モルパ
ーセントが前記重水素化アルコールであることを特徴とする医薬組成物。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の医薬組成物において、前記エタノールのうち少なくとも５０モルパ
ーセントが前記重水素化アルコールであることを特徴とする医薬組成物。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の医薬組成物において、前記エタノールのうち少なくとも７５モルパ
ーセントが前記重水素化アルコールであることを特徴とする医薬組成物。
【請求項２５】
　請求項２４に記載の医薬組成物において、前記エタノールのうち少なくとも９５モルパ
ーセントが前記重水素化アルコールであることを特徴とする医薬組成物。
【請求項２６】
　請求項１６に記載の医薬組成物を生成する方法であって、医薬品有効成分を式：

の重水素化アルコールと組成物を生成するのに十分な量で組合わせるステップを具え、各
々のＨが独立であり水素又は重水素にでき、前記組成物中の前記エタノールのうち少なく
とも５モルパーセントが前記重水素化アルコールであることを特徴とする方法。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の方法において、前記重水素化アルコールの式が：
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であることを特徴とする方法。
【請求項２８】
　請求項２６に記載の方法において、前記重水素化アルコールの式が：

であることを特徴とする方法。
【請求項２９】
　請求項２６に記載の方法において、前記重水素化アルコールの式が：

であることを特徴とする方法。
【請求項３０】
　請求項２６に記載の方法において、前記重水素化アルコールの式がＣＤ３ＣＤ２ＯＨで
あることを特徴とする方法。
【請求項３１】
　請求項１に記載のアルコール飲料において、その組成のうち０．２５ないし６０重量パ
ーセントがエタノールであることを特徴とするアルコール飲料。
【請求項３２】
　請求項１に記載のアルコール飲料において、その組成のうち１ないし４０重量パーセン
トがエタノールであることを特徴とするアルコール飲料。
【請求項３３】
　請求項１、３１、又は３２のうちのいずれか１項に記載のアルコール飲料が、当該アル
コール飲料に好適な添加成分を更に含むことを特徴とするアルコール飲料。
【請求項３４】
　請求項３３に記載のアルコール飲料が、甘味料を更に含むことを特徴とするアルコール
飲料。
【請求項３５】
　請求項３３に記載のアルコール飲料が、匂い物質を更に含むことを特徴とするアルコー
ル飲料。
【請求項３６】
　請求項３３に記載のアルコール飲料が、香味料を更に含むことを特徴とするアルコール
飲料。
【請求項３７】
　請求項３３に記載のアルコール飲料が、醸造組成物若しくは発酵組成物由来の同類物を
更に含むことを特徴とするアルコール飲料。
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